
平成２７年１２月２２日 

 

名古屋交通圏内地方公共団体 様 

同 各市町村地域公共交通会議等会長 様 

 

名古屋交通圏タクシー準特定地域協議会会長 加藤博和 

（名古屋大学大学院環境学研究科 准教授） 

 

「名古屋交通圏タクシー準特定地域計画」策定への協力のお願いについて（要請） 

 

 平素からタクシー事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、本年 3 月 16 日付けにて当タクシー協議会からの別紙の「名古屋交通圏タクシー準特定地域協

議会からの要請事項」について要望させていただきました。 

本協議会では来年 3 月に、その活動の指針となる「名古屋交通圏タクシー準特定地域計画（以下「準

特定地域計画」）」を策定する予定です。つきましては、その内容に反映すべく、下記事項についてご意

見等お寄せ願います。 

また、本協議会の活動につきまして、改めてご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 自治体（貴協議会）及び地域が必要と考えるタクシーサービスについて 

 

２ 「準特定地域計画（別添素案）」に対する修正等

 

意見要望について 

３ タクシー事業者、タクシー事業者団体（名古屋タクシー協会、個人タクシー協同組合）、タクシー

運転者で構成する労働組合に対する意見要望等について 

 

４ 自治体（貴協議会）が実施主体となる「準特定地域計画」取組（記載）事項について 

 

５ （貴協議会等）協議組織における、タクシーサービスに関する協議及び前記事項の意見集約に必要

な協議の実施（協議会開催日（協議実施日）及び具体的な協議事項を記載願います） 

 

６ 地域公共交通会議等へのタクシー協会及びタクシー事業者の参加について 

（タクシー協会及びタクシー事業者双方の協議会への参加要請及び参加に対するご意見等） 

 

  以上について、平成 28 年1 月中に本協議会事務局あてご意見を提出願います（様式自由）

なお、2 月以降に協議会開催を予定されている場合の「５」の回答は、開催予定日とタクシーに

関する

。 

協議の有無及び予定する

 

具体的協議事項についてご回答願います。 

以上 

 

資料５ 





「名古屋交通圏タクシー準特定地域協議会」及び 同協議会が策定する 
「準特定地域計画」について 

 
 2009年施行の「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の適正化及び活性化に関する特別措置法（以下「タクシー

特措法」）第一条では、タクシーは「地域公共交通として重要な役割を担っており、地域の状況に応じて、地域における輸送需要に対応
しつつ、地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにすることが重要」とされた。 

 その実現のために、タクシー業界だけではなく、自治体・利用者など地域の関係者が参画し議論する場としてタクシー協議会が設けら
れた。 

 タクシー協議会では、タクシーサービスのあり方を中心に、地域が必要とする交通について協議する。タクシー業界と連携してより良い
タクシーサービスの実現・提供に向けた協議を行うためにも、地域の関係者が協議会に参加して議論することが大切である。 

タクシー準特定地域協議会の意味 

 
 協議会が策定する「準特定地域計画」は、地域のタクシーサービスに関する課題や問題点を洗い出した上で、それらを改善するために協

議会構成員が意識共有し実行すべきことをまとめた計画である。 
 自治体が策定する交通に関する計画など他の施策との整合を図り、タクシー事業者の取組と地域の関係者の取組を連携、一体化させる

ことによって、タクシーサービスをより良いものにしていくことを目指す。 
 タクシーサービスの特性への理解を前提として、バス等と一体となって、タクシーサービスの特性を活かしネットワークとして機能するとと

もに、地域事情に応じたタクシーサービスを追求することで、地域において必要な移動の確保を図る。 

 
 2007年施行の地域公共交通活性化再生法では、タクシーを地域公共交通と位置づけ、市町村が主体的に確保すべきと規定。 
 タクシー事業者の経営だけでは地域からタクシーが姿を消すことも現実の問題となりつつある。 
 公共交通空白地域においては自家用有償運送の手法もあるが、担い手（運転者）確保と安全性確保を両立するのは容易でない。 
 人口減少社会を見据えたタクシー輸送への転換「ラスト・リゾート」。 
  ⇒バス主体の交通計画から「交通網形成計画」への転換。 
 タクシーを含めた議論とするための協議体組織の委員構成のあり方（タクシー業界団体及び地元タクシー事業者の参加）。 
 地域の関係者による移動システムの創意工夫（高額なタクシー運賃及び輸送形態（貸切）への対応）。 
  ⇒タクシーの活用策検討、相乗り施策の研究及び実現、国家戦略特区における規制緩和 他 
 人と環境に優しい移動サービスによる福祉政策との連携、将来的な人口減少への対応、地方創生。 
  ⇒子育て、高齢者、移動制約者への対応等、付加価値の高い輸送サービスの提供、生活向上に役立つ移動手段。 

自治体の皆様方にご検討いただきたいこと 

《名古屋交通圏タクシー準特定地域協議会 会長 加藤博和、 同 副会長 鈴木弘司》 

準特定地域計画の位置づけ 
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『「名古屋交通圏タクシー準特定地域計画」 

策定への協力のお願いについて』の回答（事務局案） 
 

１ 自治体（貴協議会）及び地域が必要と考えるタクシーサービスについて 

  鉄軌道のない本町においては、バスを中心にタクシーなど多様な交通サービスを組み合わせる必要

がある。高齢者や障害者も安心して町内を回遊し、買物・通院など生活に必要な施設に行きやすい

公共交通環境の充実を図ること、県営名古屋空港を利用するビジネス・観光客に対する町内外への

安心・安全な移送サービスを他の公共交通と連携して提供することが、本町における必要なタクシー

サービスと考えている。 

 

２ 「準特定地域計画（別添素案）」に対する修正等

  「Ⅰ．はじめに」の章が長いため、「背景」、「現状と課題」など分割した方がよいのではないか。 

意見要望について 

  Ⅲ１（１）②（イ）「名古屋交通圏内地方公共団体が作成する『地方版総合戦略』への地方公共団

体の状況や必要に応じたタクシーを活用した施策・事業の記載及び実施」（Ｐ２５）、Ⅲ１（４）⑤

（イ）「愛知県及び名古屋市以外の市町村が『地方版総合戦略』を作成する場合は連携して取り組ん

で参ります。」（Ｐ３１）については、本町の地域公共交通網形成計画でタクシーや移送サービスと

の連携を位置付けているため、現時点で「地方版総合戦略」に記載予定がない。よって、表現を改

めるなど修正を要望する。（Ｐ３４、３７の表中の表現も同様。） 

   

３ タクシー事業者、タクシー事業者団体（名古屋タクシー協会、個人タクシー協同組合）、タクシー

運転者で構成する労働組合に対する意見要望等について 

  現状でも他自治体の利用券が紛れ込んでいることがあるため、留意していただきたい。 

 

４ 自治体（貴協議会）が実施主体となる「準特定地域計画」取組（記載）事項について 

  上記２で指摘した「地方版総合戦略」に対する修正をお願いしたい。 

  なお、現在、本町では障害者福祉政策の一環としてタクシーチケットを配布しているが、要介護又

は要支援認定を受けている方についてもチケットの配布を行っているため、この事業内容を記載し

ていただくことは可能である。また、公共交通としてのタクシーのあり方など、広報やホームペー

ジ上でＰＲすることは可能と思われる。 

 

５ （貴協議会等）協議組織における、タクシーサービスに関する協議及び前記事項の意見集約に必要

な協議の実施（協議会開催日（協議実施日）及び具体的な協議事項を記載願います） 

  平成２８年１月１４日（木）、貴準特定地域計画についての修正、意見要望等を協議。 

 

６ 地域公共交通会議等へのタクシー協会及びタクシー事業者の参加について 

（タクシー協会及びタクシー事業者双方の協議会への参加要請及び参加に対するご意見等） 

  名古屋タクシー協会については既に地域公共交通会議の委員に就任していただいている。タクシー

事業者については町内に存在しないため、現時点では参加要請は考えていない。 
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